
大阪歯科保険医新聞 （４）（第三種郵便物認可） ２０２２年７月２５日第1433号（５、15、25日発行）

税
理
士

西
川　

真
幸

経税部経税部
だよりだより

成
年
年
齢
の
引
下
げ

　

民
法
改
正
に
よ
り
、
２
０

２
２
年
（
令
和
４
年
）
４
月

１
日
よ
り
成
年
年
齢
が
18
歳

に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
２
０
０
２
年

（
平
成
14
年
）
４
月
１
日
以

前
生
ま
れ
の
人
は
、
20
歳
の

誕
生
日
が
成
人
に
な
っ
た
日

と
な
り
、
２
０
０
２
年
４
月

　

成
年
年
齢
の
引
下
げ
に
よ

る
影
響
が
様
々
な
分
野
で
見

受
け
ら
れ
ま
す
が
、
ま
ず
税

務
の
面
か
ら
は
贈
与
税
・
相

続
税
関
係
で
改
正
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

女
性
の
婚
姻
開
始
年
齢
が

16
歳
か
ら
18
歳
に
引
き
上
げ

ら
れ
、
男
女
と
も
18
歳
か
ら

　

他
に
も
18
歳
に
引
き
下
げ

ら
れ
た
も
の
に
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
り
ま
す
。

・ 

公
認
会
計
士
や
司
法
書

士
、
行
政
書
士
な
ど
の
資

格
を
取
得
で
き
る
年
齢

・ 

裁
判
員
に
選
ば
れ
る
よ
う

に
な
る
年
齢

・ 

10
年
有
効
の
パ
ス
ポ
ー
ト

の
取
得

　

子
の
養
育
費
に
つ
い
て
、

「
子
が
成
年
に
達
す
る
ま
で

養
育
費
を
支
払
う
」
と
の
取

決
め
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

　

贈
与
税
の
規
定
に
は
、
20

歳
を
基
準
と
す
る
要
件
の
も

の
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、
２

０
２
２
年
４
月
１
日
よ
り
18

歳
に
引
き
下
げ
る
改
正
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。【
表
２
】

親
の
同
意
な
し
に
結
婚
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し

た
。

○ 

親
の
同
意
が
な
く
て
も
契

約
が
で
き
る

　

・ 

携
帯
電
話
の
契
約

　

・ 

ロ
ー
ン
を
組
む

　

・ 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を

つ
く
る

　

・ 

一
人
暮
ら
し
の
部
屋
を

借
り
る　

な
ど

○ 

10
年
有
効
の
パ
ス
ポ
ー
ト

を
取
得
す
る

○ 

公
認
会
計
士
や
司
法
書

士
、
医
師
免
許
、
薬
剤
師

免
許
な
ど
の
国
家
資
格
を

取
る

○ 

結
婚

○ 

性
同
一
性
障
害
の
人
が
性

別
の
取
扱
い
の
変
更
審
判

を
受
け
ら
れ
る

○ 

飲
酒
を
す
る

○ 

喫
煙
を
す
る

○ 

競
馬
、
競
輪
等
の
投
票
券

を
買
う

○ 

養
子
を
迎
え
る

○ 

大
型
・
中
型
自
動
車
運
転

　

成
人
式
の
時
期
や
在
り
方

に
関
し
て
は
、
各
自
治
体
の

判
断
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
多
く
の
自
治
体
で
は
１

月
の
成
人
の
日
前
後
に
20
歳

の
方
を
対
象
に
実
施
し
て
い

ま
す
。
成
年
年
齢
が
18
歳
に

引
き
下
げ
ら
れ
た
後
、
初
と

な
る
２
０
２
３
年
１
月
の
成

人
式
は
３
世
代
同
時
に
実
施

す
る
の
か
と
い
っ
た
課
題
が

あ
り
ま
す
が
、
自
治
体
へ
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と

多
く
の
自
治
体
が
従
来
通
り

20
歳
を
対
象
と
す
る
方
針
の

よ
う
で
す
。

免
許
の
取
得
（
普
通
自
動

車
免
許
の
取
得
は
従
来
と

同
様
18
歳
以
上
で
取
得
可

能
）

 

（
政
府
広
報
よ
り
引
用
）

　

18
歳
と
19
歳
は
「
特
定
少

年
」
と
し
て
、
引
き
続
き
少

年
法
の
適
用
を
受
け
一
定
の

保
護
を
受
け
ま
す
が
、
17
歳

以
下
と
は
一
部
異
な
る
取
り

扱
い
も
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

例
え
ば
、
起
訴
さ
れ
た
場

合
に
実
名
や
顔
写
真
な
ど
を

報
道
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

り
ま
し
た
。

　

未
成
年
者
が
法
律
行
為
を

す
る
に
は
、
そ
の
法
定
代
理

人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
未
成

年
者
の
場
合
、
契
約
に
は
親

の
同
意
が
必
要
で
、
親
の
同

意
を
得
ず
に
契
約
し
た
場
合

に
は
、
そ
の
契
約
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
ま
す
（
未
成

年
者
取
消
権
）
。

　

成
年
に
達
す
る
と
親
の
同

意
が
な
く
て
も
自
分
で
契
約

あ
り
ま
す
。
成
年
年
齢
が
引

き
下
げ
ら
れ
た
場
合
に
こ
の

よ
う
な
取
決
め
が
ど
う
な
る

か
心
配
に
な
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
取
決
め
が
さ
れ
た

時
点
で
は
成
年
年
齢
が
20
歳

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
ま
す

と
、
成
年
年
齢
が
引
き
下
げ

ら
れ
た
と
し
て
も
、
従
前
ど

お
り
20
歳
ま
で
養
育
費
の
支

払
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
養
育
費
は
、
子
が

未
成
熟
で
あ
っ
て
経
済
的
に

自
立
す
る
こ
と
を
期
待
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
支

払
わ
れ
る
も
の
な
の
で
、
子

が
成
年
に
達
し
た
と
し
て

も
、
経
済
的
に
未
成
熟
で
あ

る
場
合
に
は
、
養
育
費
を
支

払
う
義
務
を
負
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
成
年

年
齢
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
か

ら
と
い
っ
て
、
養
育
費
の
支

払
期
間
が
当
然
に
「
18
歳
に

達
す
る
ま
で
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
例
え
ば
、
子
が
大
学
に

進
学
し
て
い
る
場
合
に
は
、

大
学
を
卒
業
す
る
ま
で
養
育

費
の
支
払
義
務
を
負
う
こ
と

も
多
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
法
務
省
：
民
法
「
成
年
年

齢
関
係
」
改
正
Ｑ
＆
Ａ
よ
り

抜
粋
）

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

が
、
未
成
年
者
取
消
権
は
行

使
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

２
０
２
２
年
４
月
１
日
以

降
は
、
18
歳
や
19
歳
で
あ
っ

て
も
、
親
の
同
意
を
得
ず

に
、
様
々
な
契
約
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
が
、
後
に
な
っ
て
契
約

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
の
で
注
意
が
必
要
で

す
。

２
日
か
ら
２
０
０
４
年
（
平

成
16
年
）
４
月
１
日
生
ま
れ

の
人
は
、
２
０
２
２
年
４
月

１
日
に
成
人
と
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
２
０
０
４
年
４
月

２
日
以
降
生
ま
れ
の
人
は
、

18
歳
の
誕
生
日
に
成
人
と
な

り
ま
す
。【
表
１
】

表２

表１

生年月日 成人となる日

2002年４月１日以前 20歳の誕生日

2002年４月２日～2004年４月１日 2022年４月１日

2004年４月２日以降 18歳の誕生日

区　分

受贈者や相続人等の年齢要件

2022年３月31日以前
の贈与・相続等の場合

2022年４月１日以降の
贈与・相続等の場合 　

贈与税

・ 相続時精算課税
・ 住宅取得等資金の非課税等
・ 贈与税の特例税率
・ 相続時精算課税適用者の特
例

その年１月１日において
20歳以上

その年１月１日において
18歳以上

・ 事業承継税制 贈与の日において
20歳以上

贈与の日において
18歳以上

・ 結婚・子育て資金の非課税
資金管理契約締結の日
において20歳以上50歳
未満

資金管理契約締結の日
において18歳以上50歳
未満

相続税 ・ 未成年者控除 相続等の日において
20歳未満

相続等の日において
18歳未満

１
．
は
じ
め
に

１
．
は
じ
め
に

２
．
贈
与
税
・
相
続
税
の
改
正

２
．
贈
与
税
・
相
続
税
の
改
正

５
．
結
婚
年
齢

５
．
結
婚
年
齢

７
．
そ
の
他

７
．
そ
の
他

８８  

．
成
年
年
齢
の
引
下
げ
で
変
わ
る

．
成
年
年
齢
の
引
下
げ
で
変
わ
る

も
の
、
変
わ
ら
な
い
も
の

も
の
、
変
わ
ら
な
い
も
の

９
．
最
後
に

９
．
最
後
に

（
１
）
18
歳（
成
年
）に
な
っ
た
ら
で
き
る
こ
と

（
２
）
20
歳
に
な
ら
な
い
と
で
き
な
い
こ
と

　

（
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
）

６
．
少
年
法

６
．
少
年
法

３
．
契
約
関
係

３
．
契
約
関
係

４
．
養
育
費

４
．
養
育
費

火災保険が値上げ!? 今が見直しのタイミングです!!
火災保険の改定で2022年度中に各社「保険料の値上げ＋割安な10年契約の廃止」が予想されています。
保険会社は下記の料率を基に保険料を改定予定です
 〈築10年以上の構造ごとの例〉

〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-34
TEL 06（6568）2741　FAX 06（6563）0362 までご連絡下さい。大阪府保険医協同組合

Ｍ構造 Ｔ構造 Ｈ構造

大阪 ＋21.5％ ＋22.4％ ＋30.9％
 出典：損害保険料率算出機構
※建物構造の種類Ｍ構造：耐火構造（鉄筋コンクリート造等）の共同住宅／Ｔ構造：Ｍ構造以外の耐火構造の
建物、準耐火構造（鉄骨造等）の建物／Ｈ構造：Ｍ、Ｔ構造以外（木造等）の建物

こんな方は補償内容の見直しをおススメします
火災保険を１年で契約されている先生
長期契約で保険更新日が近い先生
保険料改定による負担の増加を抑えたい先生

http://hoken.emdc.jp/ 検 索

組合ニュース


